
 
平成２２年１月１３日 

 
各      位 

 
会 社 名 株式会社 長 野 銀 行 
代表者名 取締役頭取 田 中 誠 二 

（コード番号 ８５２１ 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役総合企画部長 

中 條  功 

（TEL   0263－27－3311） 
 

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 
 

当行の取引先である株式会社タクミが、平成２２年１月５日付で長野地方裁判所松本支部において

破産手続開始の決定を受けたことに伴い、下記のとおり、同社に対する債権について取立不能又は取

立遅延のおそれが生じましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１．当該取引先の概要 

(１) 商 号    株式会社 タクミ 

(２) 所 在 地    長野県北安曇郡白馬村大字北城１４９２０番地３３ 

(３) 代表者の氏名    田中 拓実 

(４) 資 本 の 額    ２０百万円 

(５) 事業の内容    その他化学工業製品製造業 

 

２．当該取引先に対する債権の種類及び金額 

貸出金    １７５百万円 

 

３．当該事実が当行の業績に及ぼす影響 

上記債権額のうち担保等によりカバーされていない部分（９２百万円）につきましては、平成２

２年３月期第３四半期に必要な引当処理を行う予定であります。なお、本件に伴う平成２２年３月

期通期の業績予想（平成２１年１１月１３日公表）の変更はありません。 

 
以 上 


